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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の周波数でリーダライタと非接触による交信が自在であり、複数の周波数に対して
対応自在なＩＣチップが搭載されるＲＦＩＤ型シートであって、
　前記ＩＣチップに対して、周波数毎に所定形状で形成される複数のアンテナ部と、
　前記複数のアンテナ部のうち、一のアンテナ部が交信可能で形成されると共に、他のア
ンテナ部が交信不能な形状で形成され、交信可能なアンテナ部の総てに対してアンテナ回
路を形成させる前記ＩＣチップが搭載されるシート基部と、
　少なくとも前記シート基部に形成されるもので、前記交信可能なアンテナ部を交信不能
とし、前記交信不能なアンテナ部のうち、一のアンテナ部を交信可能とさせるために当該
シート基部を所定箇所で分離させる所定数の切取部と、
　を有することを特徴とするＲＦＩＤ型シート。
【請求項２】
　請求項１記載のＲＦＩＤ型シートであって、前記切取部の端部に切り取りをガイドする
ための切取ガイド部が形成されることを特徴とするＲＦＩＤ型シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リーダライタに対して非接触でデータ授受が自在であり、複数の周波数に対
応したＩＣチップを搭載したＲＦＩＤ型シートに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）
と称される非接触型ＩＣメディアに関する技術が急速に進歩してきており、非接触型のＩ
ＣカードやＩＣタグ等に搭載されるＩＣチップが小型かつ安価になってきている。このよ
うなＲＦＩＤ型のＩＣチップを使用する場合の使用形態の拡大が望まれる。
【０００３】
　従来、ＲＦＩＤ型のＩＣチップを使用した非接触型ＩＣメディアの種類が多岐に亘って
いるが、その中でもＲＦＩＤタグとして適用させることも、例えば以下の特許文献で知ら
れている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２６３６２０号公報
【０００５】
　上記特許文献には、コイルアンテナの共振周波数を簡易かつ確実にチューニングするＲ
ＦＩＤタグが開示されているもので、具体的には、基板上に、通信回路とメモリが内蔵さ
れたＩＣチップと、ＩＣチップに接続され、基板上に銀ペーストでパターン印刷されたコ
イルアンテナとを具備し、コイルアンテナの内側コイルと外側コイルとの間にコイルアン
テナの巻き形状に沿った切込溝を形成し、この切込溝に沿ってコイルアンテナを折り曲げ
、コイルアンテナの全長および面積を変化させることによりコイルアンテナのインダクタ
ンスを変更するというものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献に記載されているＲＦＩＤ型タグを含めて、一般的に普及しているＲＦＩ
Ｄ型タグは、単一の周波数での交信精度が向上されているものもあるが、あくまでも単一
の周波数でしか交信することができない。一方で、複数の周波数に対応できるＲＦＩＤ型
のＩＣチップを使用したＲＦＩＤ用アンテナを本件出願人の出願である特願２００４－６
２７５１号に開示したが、当該アンテナは総ての周波数に同時に対応させるためのもので
、当該複数の周波数に対応できるものであっても単独での使用を欲する場合には対処でき
ない。例えば、違法な周波数の電波が当該対象周波数と合致したときにはノイズ信号とな
って動作不良やデータ化け等を生じてしまう場合もある。すなわち、複数の周波数に対応
できるものであっても、交信対象の周波数の使用時には他の周波数での動作を無効とする
ことはできない。
【０００７】
　そこで、本発明は上記課題に鑑みなされたもので、複数の周波数に対応可能で、所定の
周波数での交信可能時には他の周波数での交信を不能とさせて交信周波数での交信品質の
向上を図るＲＦＩＤ型シートを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、請求項１の発明では、複数の周波数でリーダライタと非接
触による交信が自在であり、複数の周波数に対して対応自在なＩＣチップが搭載されるＲ
ＦＩＤ型シートであって、前記ＩＣチップに対して、周波数毎に所定形状で形成される複
数のアンテナ部と、前記複数のアンテナ部のうち、一のアンテナ部が交信可能で形成され
ると共に、他のアンテナ部が交信不能な形状で形成され、交信可能なアンテナ部の総てに
対してアンテナ回路を形成させる前記ＩＣチップが搭載されるシート基部と、少なくとも
前記シート基部に形成されるもので、前記交信可能なアンテナ部を交信不能とし、前記交
信不能なアンテナ部のうち、一のアンテナ部を交信可能とさせるために当該シート基部を
所定箇所で分離させる所定数の切取部と、を有する構成とする。
【０００９】
　請求項２の発明では、前記切取部の端部に切り取りをガイドするための切取ガイド部が
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形成される構成である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、シート基部に、複数の周波数のそれぞれに対応自在なＩＣチップに対
し、アンテナ回路を形成させるための複数のアンテナ部のうち、一のアンテナ部が交信可
能で形成されると共に、他のアンテナ部が交信不能な形状で形成され、交信可能なアンテ
ナ部を交信不能とし、交信不能なアンテナ部のうち、一のアンテナ部を交信可能とさせる
ために分離させる所定数の切取部が形成されることにより、複数の周波数に対応可能で、
所定の周波数での交信可能時には他の周波数での交信を不能とさせることが可能となり、
交信周波数での交信品質を向上させることができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の最良の実施形態を図により説明する。以下の第１～第４の実施形態では
、複数の周波数のそれぞれに対応可能なＩＣチップとして、株式会社エフイーシー製のＩ
Ｃチップ（商品名「ＭＭチップ」）を使用する場合を説明すると共に、対応の周波数を例
えば３種類の周波数（１３．５６ＭＨｚ、９５０ＭＨｚ、２．４５ＧＨｚ）として説明す
るが、これは現在の電波法により規制された周波数として示すものであって、異なる周波
数であっても本願発明の技術思想に影響を与えるものではない。
【００１２】
　図１に、本発明に係るＲＦＩＤ型シートの第１実施形態の構成図を示す。図１（Ａ）は
ＲＦＩＤ型シートの平面図、図１（Ｂ）は分離したときの説明図である。図１（Ａ）にお
いて、ＲＦＩＤ型シート１１は、例えば紙材、フィルム、プラスティック等の破断を受容
する部材のシート基部１２上に、複数の周波数に対応可能なＩＣチップ２１を搭載させる
ための接続パッド２２Ａ，２２Ｂが形成される。例えば、接続パッド２２Ａが外部アンテ
ナ端子ともなり、接続パッド２２ＢがＣＯＭ端子ともなる。
【００１３】
　また、シート基部１２上には、図示の如く、所定数巻回されたコイルが第１アンテナ部
２３として形成されるもので、一端が接続パッド２２Ａに接続され、他端がコイル上に形
成された絶縁部２４の表面上を懸架されるように接続パッド２２Ｂに接続される。この場
合、コイルの一端と巻回部分との交差する部分には絶縁部２４が形成され、当該絶縁部上
に当該コイルの一端を形成させることで短絡を回避させている。この第１アンテナ部２３
が周波数１３．５６ＭＨｚに対応したものとなる。また、第２アンテナ部２５Ａ，２５Ｂ
は、例えば上記第１アンテナ部２３と上記ＩＣチップ２１を挟んで対向側の領域に、例え
ば斜め「く」の字状で形成される。当該第２アンテナ部２５Ａは接続パッド２２Ａに接続
され、第２アンテナ部２５Ｂは接続パッド２２Ｂに接続される。この第２アンテナ部２５
Ａ，２５Ｂが周波数２．４５ＧＨｚに対応したものとなる。
【００１４】
　なお、上記第１および第２アンテナ部２３，２５Ａ，２５Ｂは、それぞれの周波数に対
応する各アンテナの長さは、従前の設計手法で定められるもので、ここでの説明は省略す
る（例えば、本件出願人の出願である特願２００４－６２７５１号を参照）。なお、アン
テナの材質や周波数等の各種条件によっては、実測データに基づいてアンテナ長さや切取
線の位置が調整されも場合もある。
【００１５】
　一方、シート基部１２には、上記第２アンテナ部２５Ａ，２５Ｂに跨るように切取線１
４が形成されると共に、当該切取線１４の両端（一方端でもよい）に切り取りをガイドす
る切取ガイド部１５Ａ，１５Ｂが形成される。すなわち、切取線１４で仕切られる第２ア
ンテナ部２５Ａ，２５Ｂが形成された領域が使用対象領域１３Ａとし、第１アンテナ部２
３が形成された領域を使用対象領域１３Ｂとする。そして、シート基部１２の使用対象領
域１３Ｂ上に、上記第１アンテナ部２３のコイル形状を途中で短絡させる短絡部２３Ａが
形成され、短絡ラインの一部が使用対象領域１３Ａ側に延出されるものである。
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【００１６】
　上記接続パッド２２Ａ，２２Ｂ、第１アンテナ部２３、短絡部２３Ａおよび第２アンテ
ナ部２５Ａ，２５Ｂ（接続ラインも含む）は、シート基部１２上に例えば導電性インキに
より所定の印刷工程で形成させることができ、上記絶縁部２４においても絶縁性インキに
より所定の印刷工程で形成させることもできる。また、蒸着、エッチングや、薄膜金属の
貼り付けによっても形成させることができる。なお、第２アンテナ部２５Ａ，２５Ｂを金
属材で形成させた場合に、図のように上記切取線１４と交差する部分を幅細形状で形成す
ると破断させ易くすることができる。これらのことは、後述の第２～第４実施形態におい
ても同様である。
【００１７】
　すなわち、ＲＦＩＤ型シート１１は、図１（Ａ）においては、上記第２アンテナ部２５
Ａ，２５Ｂが、周波数２．４５ＧＨｚで対応のリーダライタとの交信が可能であり、上記
第１アンテナ部２３は短絡部２３Ａにより周波数１３．５６ＭＨｚでは交信不能な状態で
ある。そして、切取線１４によって使用対象領域１３Ａと使用対象領域１３Ｂを分離させ
ると、図１（Ｂ）に示すように、第２アンテナ部２５Ａ，２５Ｂが破断されて周波数２．
４５ＧＨｚでは交信不能となる一方で、第１アンテナ部２３の短絡状態が解除されて周波
数１３．５６ＭＨｚで交信可能となるものである。
【００１８】
　次に、図２に、図１のＲＦＩＤ型シートのブロック概念図を示す。図２（Ａ）において
、ＲＦＩＤ型チケット１１は、上記ＩＣチップ２１が例えば制御回路部３１、メモリ３２
、変復調回路部３３、電源回路部３４および検波回路部３５で構成されると共に、各第１
アンテナ部２３および第２アンテナ部２５Ａ，２５Ｂが上記変復調回路部３３および検波
回路部３５に接続されたものである。なお、第１アンテナ部２３を破線で示したのは、図
１（Ａ）に対応させたもので、第１アンテナ部２３が周波数１３．５６ＭＨｚでは交信不
能状態であることを示し、周波数２．４５ＧＨｚで交信可能な第２アンテナ部２５Ａ，２
５Ｂを実線で示してある。
【００１９】
　上記制御回路部３１は、プログラムにより、受信した制御信号、データをメモリ３２に
記憶させ、またメモリ３２に記憶したデータを適宜多重化させて送信する処理を行うもの
で、メモリ３２は適用される形態に関する情報を記憶するためのものである（図３の適用
例で説明する）。上記変復調回路部３３は、アンテナ部の何れかより受信した電波から制
御信号、データを復調し、適宜コード変換すると共に、何れかのアンテナ部よりメモリ３
２に記憶された所定のデータをリーダライタに送信するためにエンコード（適宜、多重化
）する。上記検波回路部３５は、リーダライタ側からの送信信号の周波数を検波するもの
で、上記のように複数種類の周波数のうちの一つの周波数を検波する。そして、電源回路
部３４は、クロックジェネレータを備え、検波された周波数のキャリアを直流電源に変換
してそれぞれに電源供給するものである。
【００２０】
　すなわち、図１（Ａ）に対応する図２（Ａ）に示されるＲＦＩＤ型シート１１は、当初
第２アンテナ部２５Ａ，２５Ｂが周波数２．４５ＧＨｚに対して有効でリーダライタと交
信可能であり、第１アンテナ部２３が周波数１３．５６ＭＨｚに対して無効状態で交信不
能な状態である。そして、図１（Ｂ）に示すように使用対象領域１３Ａが分離されると、
図２（Ｂ）に示すような第１アンテナ部２３が周波数１３．５６ＭＨｚに対して有効とな
ってリーダライタとの交信が可能となるものである。
【００２１】
　そこで、図３に、本発明に係るＲＦＩＤ型シートの一適用例の説明図を示す。図３（Ａ
）～（Ｃ）は、上記ＲＦＩＤ型シート１１をＲＦＩＤ型タグに適用し、飛行機を利用した
移動における手荷物に取り付けられる場合を示したものである。ここで、現在では、ＲＦ
ＩＤ型タグを使用する場合の周波数は各国の空港で異なり、米国では２．４５ＧＨｚの周
波数で使用され、日本国では１３．５６ＭＨｚの使用されていることから、これに応じて
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説明する。
【００２２】
　図３（Ａ）において、例えば米国より日本国に飛行機で移動する場合に手荷物にはＲＦ
ＩＤ型タグ５１が取り付けられ、米国の対応空港に備えられたリーダライタ（交信周波数
２．４５ＧＨｚ）４２により所定の交信が行われ、日本国の対応空港に到着した際に備え
られたリーダライタ（交信周波数１３．５６ＭＨｚ）４３で手荷物４１に取り付けられた
ＲＦＩＤ型タグ５１と所定の交信が行われるものである。
【００２３】
　そこで、図３（Ｂ）に示すように、ＲＦＩＤ型タグ５１は、上記ＲＦＩＤ型シート（１
１）上に表示シート５２が接着剤等により設けられたもので、上述の切取部１４および切
取ガイド部１５Ａ，１５Ａが当該表示シート５２まで形成される。この表示シート５２上
には所定の当該ＲＦＩＤ型タグ５１の使用形態に応じた表示が施されるもので、ここでは
便宜上日本語表示として説明する。
【００２４】
　上記表示シート５１上の使用対象領域１３Ａには、周波数２．４５ＧＨｚに対応したも
のとして米国における出発に関する情報、搭乗者名が表示され、適宜当該タグの識別番号
（または識別コード）が表示される。これらの情報が、例えばＲＦＩＤ型タグ５１のＩＣ
チップ２１のメモリ３２内に記憶される。また、使用対象領域１３Ｂには、周波数１３．
５６ＭＨｚに対応したものとして日本国における到着に関する情報と、上記同様の搭乗者
名、識別番号等が表示される。この日本国における情報もメモリ３２内に記憶される。な
お、読取りのみ可能なＩＣチップや、メモリの容量が少ないＩＣチップを使用する場合に
は、ＩＣチップのメモリに予め記録された識別情報と、前記の出発～到着、搭乗者に関す
る情報等を関連付けて管理することとしてもよい。
【００２５】
　すなわち、上記のようなＲＦＩＤ型タグ５１が手荷物４１に取り付けられてリーダライ
タ（交信周波数２．４５ＧＨｚ）４２で交信することで、当該手荷物４１に関する情報の
処理が当該リーダライタ４２を介して図示しない管理コンピュータ等に送られて登録され
る。そして、リーダライタ４２との交信が終了したときには、例えば係員により切取線１
４より切り取られて分離され（リーダライタ４２を備えるシステムとして、当該システム
内で自動的分離させてもよい）、例えば使用対象領域１３Ａを半券として手荷物所持者に
手渡してもよく、また空港側で保管管理してもよい。例えば、後に上記表示された識別番
号で当該手荷物４１（残りのＲＦＩＤ型タグ５１の使用対象領域１３Ｂ）との関連付けに
使用することもできるものである。
【００２６】
　そして、図３（Ｃ）に示すような使用対象領域１３Ａが分離された残りの使用対象領域
１３ＢのＲＦＩＤ型タグ５１が取り付けられた手荷物４１が、日本国に到着したときに対
応空港に備えられたリーダライタ（交信周波数１３．５６ＭＨｚ）４３と交信され、到着
確認を行わせるものである。
【００２７】
　なお、上記ＲＦＩＤ型タグ５１の取り付け形態は種々対応することができるもので、例
えばラベル形態としてもよい。この場合、表示シート５２が設けられたＲＦＩＤ型シート
１１を台紙等に剥離自在に接着し、当該台紙を対象物に接着剤により接着させることで取
り付け、使用対象領域１３Ａを台紙より剥離させることで使用対象領域１３Ｂを分離して
交信可能なアンテナ部を切り換えることとしてもよい。
【００２８】
　このように、上記ＲＦＩＤ型シート１１は、２つの周波数に対応可能で、第２アンテナ
部２５Ａ，２５Ｂでの対応周波数での交信可能時には、第１アンテナ部２３の対応周波数
での交信を不能とさせることが可能となり、互いにノイズ等の影響を受けずに対応周波数
で交信を行わせることができ、交信品質を向上させることができるものである。なお、上
記適用例は、以下の各実施形態においても同様に適用することができるものである。



(6) JP 4411408 B2 2010.2.10

10

20

30

40

50

【００２９】
　次に、図４に、本発明に係るＲＦＩＤ型シートの第２実施形態の構成図を示す。なお、
上記第１実施形態と同一の構成部分には同一の符号を付して説明を省略する。図４（Ａ）
において、ＲＦＩＤ型シート６１は、シート基部１２に形成された切取線１４で仕切られ
る使用対象領域１３Ｂには、第１アンテナ部２３がコイル形状で形成されて使用対象領域
１３Ａの接続パッド２２Ａ，２２Ｂに接続される。また、それぞれ接続パッド２２Ａ，２
２Ｂに接続されて測辺に沿って使用対象領域１３Ａから使用対象領域１３Ａに掛けて延出
するように擬似第２アンテナ部２５Ｃ，２５Ｄが形成されたものである。
【００３０】
　この擬似第２アンテナ部２５Ｃ，２５Ｄは、それぞれ周波数１３．５６ＭＨｚでは交信
不能であり、かつ例えば周波数９５０ＭＨｚに対しても交信不能な長さで形成されるが、
切取線１４までの長さが周波数２．４５ＧＨｚに対応した長さで形成されるものである。
。すなわち、図４（Ａ）の形態のＲＦＩＤ型シート６１では、第１アンテナ部２３が周波
数１３．５６ＭＨｚでリーダライタと交信可能であり、擬似第２アンテナ部２５Ｃ，２５
Ｄは定められた周波数で交信するリーダライタに対して交信不能となるものである。
【００３１】
　そこで、切取線１４で使用対象領域１３Ａと使用対象領域１３Ｂとを分離すると、図４
（Ｂ）に示すように、使用対象領域１３ＡにおけるＩＣチップ２１が搭載された接続パッ
ド２２Ａ，２２Ｂに接続された上記擬似第２アンテナ部２５Ｃ，２５Ｄが、周波数２．４
５ＧＨｚで交信可能な第２アンテナ部２５Ａ，２５Ｂとなるものである。
【００３２】
　上記ＲＦＩＤ型シート６１を、例えば図３のＲＦＩＤ型タグに適用させた場合、出発国
の日本国の空港に備えられたリーダライタ４３に対して第１アンテナ部２３が周波数１３
．５６ＭＨｚで交信可能であり、当該使用対象領域１３Ｂが分離された後に到着国の米国
の空港に備えられたリーダライタ４２に対して周波数２．４５ＧＨｚで交信させることが
できるものである。
【００３３】
　このように、第２アンテナ部２５Ａ，２５Ｂを切り取り前は交信不能な長さとし、切り
取り後に周波数２．４５ＧＨｚで交信可能な長さとさせるもので、上記同様に、互いにノ
イズ等の影響を受けずに対応周波数で交信を行わせることができ、交信品質を向上させる
ことができるものである。
【００３４】
　次に、図５に、本発明に係るＲＦＩＤ型シートの第３実施形態の構成図を示す。なお、
上記実施形態と同一の構成部分には同一の符号を付して説明を省略する。図５（Ａ）に示
すＲＦＩＤ型シート７１は、シート基部１２が切取線１４Ａ，１４Ｂ（切取ガイド部１５
Ａ，１５Ｂ）により３つの使用対象領域１３Ａ～１３Ｃに区分けされたもので、使用対象
領域１３Ａには第１アンテナ部２３が周波数１３．５６ＭＨｚで交信可能に形成され、使
用対象領域１３Ｂには第２アンテナ部２５Ａ，２５Ｂが周波数２．４５ＧＨｚで交信可能
に形成される。
【００３５】
　また、使用対象領域１３Ｃには擬似第３アンテナ部２６Ｃ，２６Ｄが周波数９５０ＭＨ
ｚでは交信不能な長さであり、かつ切取線１４Ａまでは当該周波数９５０ＭＨｚで交信可
能な長さで形成されたものである。さらに、上記第１アンテナ部２３には、短絡部２３Ｂ
が接続され、使用対象領域１３Ｃを通って使用対象領域１３Ａまで延出される。なお、短
絡部２３Ｂは擬似第３アンテナ２６Ｄ上に形成された絶縁部２４Ａ上で形成されて短絡が
回避されている。
【００３６】
　上記のようなＲＦＩＤ型シート７１は、当初は第２アンテナ部２５Ａ，２５Ｂのみが周
波数２．４５ＧＨｚで交信可能な状態であり、第１アンテナ部２３は短絡部２３Ｂにより
周波数１３．５６ＭＨｚでは交信不能な状態であり、擬似第３アンテナ部２６Ｃ，２６Ｄ
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はその長さで周波数９５０ＭＨｚでは交信不能な状態となる。
【００３７】
　そこで、使用対象領域１３Ａを切取線１４Ｂで分離させると、図５（Ｂ）に示すように
、第１アンテナ部２３は短絡部２３Ｂによる短絡状態が解除されることで周波数１３．５
６ＭＨｚで交信可能状態となる。この場合、擬似第３アンテナ部２６Ｃ，２６Ｄはその長
さで依然として周波数９５０ＭＨｚでは交信不能な状態である。そして、使用対象領域１
３Ｃを切取線１４Ａで分離させると、図５（Ｃ）に示すように、擬似第３アンテナ部２６
Ｃ，２６Ｄが周波数９５０ＭＨｚで交信可能な第３アンテナ部２６Ａ，２６Ｂとなるもの
である。
【００３８】
　上記ＲＦＩＤ型シート７１を、上記図３に適用させた場合、空港によっては交信周波数
が９５０ＭＨｚとされている場合も考えられ、米国より日本国を経由して交信周波数が９
５０ＭＨｚとされている空港の当該国に移動する場合のＲＦＩＤ型タグとして適用するこ
とができるものである。
【００３９】
　このように、３つの周波数（２．４５ＧＨｚ、１３．５６ＭＨｚ、９５０ＭＨｚ）に対
応させ、それぞれを順に単独で交信可能とすることができるもので、上記同様に、互いに
ノイズ等の影響を受けずに対応周波数で交信を行わせることができ、交信品質を向上させ
ることができるものである。
【００４０】
　次に、図６に、本発明に係るＲＦＩＤ型シートの第４実施形態の構成図を示す。なお、
上記実施形態と同一の構成部分には同一の符号を付して説明を省略する。図６（Ａ）にお
いて、ＲＦＩＤ型シート８１は、シート基部１２が切取線１４Ａ，１４Ｂ（切取ガイド部
１５Ａ，１５Ｂ）により３つの使用対象領域１３Ａ～１３Ｃに区分けされたもので、使用
対象領域１３Ｂ，１３Ｃには第１アンテナ部２３が周波数１３．５６ＭＨｚで交信可能に
形成されて使用対象領域１３ＡのＩＣチップ２１が搭載された接続パッド２２Ａ，２２Ｂ
のそれぞれに接続される。
【００４１】
　また、合成アンテナ部２７Ａ，２７Ｂがそれぞれ接続パッド２２Ａ，２２Ｂに接続され
て測辺に沿って使用対象領域１３Ａより使用対象領域１３Ｃを通って使用対象領域１３Ｂ
に掛けて延出するように形成されたものである。この合成アンテナ部２７Ａ，２７Ｂは切
取部１４Ｂまでは周波数２．４５ＧＨｚで交信可能な長さであり、切取部１４Ａまでは周
波数９５０ＭＨｚで交信可能な長さで形成される。すなわち、当該合成アンテナ部２７Ａ
，２７Ｂは周波数２．４５ＧＨｚおよび周波数９５０ＭＨｚを包含する長さとされるもの
である。
【００４２】
　すなわち、上記ＲＦＩＤ型シート８１は、当初は第１アンテナ部２３のみが周波数１３
．５６ＭＨｚで交信可能な状態であり、合成アンテナ部２７Ａ，２７Ｂは周波数９５０Ｍ
Ｈｚおよび周波数２．４５ＧＨｚでは交信不能な状態となる。
【００４３】
　そこで、使用対象領域１３Ｂを切取線１４Ａで分離させると、図６（Ｂ）に示すように
、合成アンテナ部２７Ａ，２７Ｂが短くなって第３アンテナ部２６Ａ，２６Ｂとなり、周
波数９５０ＭＨｚで交信可能となる。そして、使用対象領域１３Ａを切取線１４Ｂで分離
させると、図６（Ｃ）に示すように、第３アンテナ部２６Ａ，２６Ｂが第２アンテナ部２
５Ａ，２５Ｂとなり、周波数２．４５ＧＨｚで交信可能となるものである。
【００４４】
　上記ＲＦＩＤ型シート８１を、上記図３に適用させた場合、日本国より出発して交信周
波数が９５０ＭＨｚとされている空港を経由して米国に移動する場合のＲＦＩＤ型タグと
して適用することができるものである。
【００４５】
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　このように、上記同様に、３つの周波数（１３．５６ＭＨｚ、９５０ＭＨｚ、２．４５
ＧＨｚ）に対応させ、それぞれを順に単独で交信可能とすることができるもので、互いに
ノイズ等の影響を受けずに対応周波数で交信を行わせることができ、交信品質を向上させ
ることができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明のＲＦＩＤ型シートは、上述のＲＦＩＤ型タグの他に、例えば展覧会場や劇場な
どで使用されるＲＦＩＤ型チケット、周遊券や特急券を含む鉄道乗車券、船舶や飛行機の
搭乗券等にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明に係るＲＦＩＤ型シートの第１実施形態の構成図である。
【図２】図１のＲＦＩＤ型シートのブロック概念図である。
【図３】本発明に係るＲＦＩＤ型シートの一適用例の説明図である。
【図４】本発明に係るＲＦＩＤ型シートの第２実施形態の構成図である。
【図５】本発明に係るＲＦＩＤ型シートの第３実施形態の構成図である。
【図６】本発明に係るＲＦＩＤ型シートの第４実施形態の構成図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１１，６１，７１，８１　ＲＦＩＤ型シート
　１２　　　　　　　　　　シート基部
　１３　　　　　　　　　　使用対象領域
　１４　　　　　　　　　　切取線
　１５　　　　　　　　　　切取ガイド部
　２１　　　　　　　　　　ＩＣチップ
　２３　　　　　　　　　　第１アンテナ部
　２５　　　　　　　　　　第２アンテナ部
　２６　　　　　　　　　　第３アンテナ部
　２７　　　　　　　　　　合成アンテナ部
　５１　　　　　　　　　　ＲＦＩＤ型タグ
　５２　　　　　　　　　　表示シート
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